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共済組合から報告を求める事項

２　財政検証における推計方法に関する資料

２－２　推計方法（数理モデル）に関する資料
２－２－２　厚生年金実施機関別又は制度別の被保険者数の見通しの作成方法

２－２－４　推計方法の開発・変更のプロセス

２－２－４－１　推計方法の開発・変更のプロセスに関する規定事項及びその遵守状況

２－２－４－２　前回財政検証からの推計方法の変更点についてその内容と変更理由の一覧

　変更点はない。

２－２－４－３　推計方法に関し、変更を行わなかった箇所の妥当性や、全体としての整合性
　　についての検証・点検状況。

　被保険者数の見通しの作成に当たっては、数理統計室において確認・決裁を行っている。その
後、文部科学省へ説明し、了承を得た上で厚生労働省に提出している。

(1)  平成３０年度末については、３０年８月末実績の学校種別・男女別の対前年同月差を２９年度末
被保険者数に各々加えることにより推計。
(2)  令和元年度から６年度までの各年度末については、以下の学校種別被保険者数の動向を踏ま
え推計。
・  大学・高校・幼稚園については、少子化により学齢対象人口が減少傾向にあるにもかかわらず、
被保険者数が増加している実態を踏まえ、男女別に直近の増加率を６年間に渡り逓減させた率(令
和６年度に増加率が0)により推計。
・短期大学については、減少傾向を踏まえ、男女別の直近の減少率により推計。
・他の学種については、増減を見込みにくいことから、一定（平成３０年度と同一）とした。
(3)  令和７年度以降の各年度末については、学校種別の被保険者数が、各々の学齢対象人口に
比例して減少していくように推計。
   （学齢対象人口は、国立社会保障・人口問題研究所が平成２９年に公表した日本の将来推計人
口の中位推計に基づく）
※ 推計方法の切り替え時点を令和７年度とする理由
　被保険者数全体の４５％以上が大学の被保険者(平成３０年度末時点)であり、その増減は全体数
の動向を左右する。そうした中で、大学の被保険者数に影響を及ぼすと考えられる１８歳人口は、
令和２年頃まで横ばいで、その後減少していくと見込まれているため、その減少が学年進行により
顕著に現れてくるのが令和７年頃になると予測されるからである。

　被保険者数の見通しの作成については、Excelワークシートを使用している。また、作成に当たっ
ては、数理統計室において確認・決裁を行っている。その後、文部科学省へ説明し、了承を得た上
で厚生労働省に提出している。
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５　財政検証の実施体制に関する資料

５－１　今回の財政検証にかかわる組織体制、担当職員の人数

○　組織体制
【数理担当】

(部長職) (課長職)

５－２　各担当職員について、その専門性（あるいはこれまでの実務経験、経験年数）と
　　　　今回の財政検証での役割又は担当業務

(平成30年11月末現在)

年 数

0年

12年
(通算33年)

数理担当
副参事兼
副主幹

24年

５－３　研修の実施状況
５－２参照

５－４　推計方法の設計、構造、操作などに関する文書の整備状況　

当該資料についてはExcelファイルで保存・管理されている。

５－６　推計作業における制度間又は厚生年金実施機関間の連携状況
　（ⅰ）　推計作業の連携にあたっての事前取り決め事項とその遵守状況

　（ⅱ）　基礎数・基礎率の作成における連携状況（情報の授受を行った場合、
　　　　　その情報の妥当性・適切性の確認状況を含む。）

　（ⅲ）　将来推計作業における連携状況（推計結果の確認・検証状況を含む）

　共済別の被保険者数は各共済が推計、それ以外の作業は厚生労働省が担当し、連携を図っている。

　（ⅳ）　推計作業における制度間又は厚生年金実施機関間の連携状況の
　　　　平成26年財政再検証・財政再計算からの変更点

計算

研修状況

　前回は共済別の基礎数・基礎率ともに各共済が作成していたが、今回から厚生労働省が全て作成
している。基礎率については、厚生労働省が作成後に各共済で確認し、連携を図っている。

　(係長職)

役 職 名

室 長

参 事

今回の財政検証での
担当業務

とりまとめ・チェック
　日本アクチュアリー会、日本
年金数理人会の年次大会・実
務研修会等に定期的に出席し
ている。

　財政検証に向け、各実施機関の基礎数・基礎率の作成、被保険者数の将来推計、国共済・地共済
の財政調整等に関する課題について、実施機関所管省及び実施機関の数理担当者と連絡会議が３
回開催され、連携方法等の取り決めが行われた。当会議で決められた分担は以下の(ⅱ)～(ⅳ)のと
おりであり、遵守された。

　共済別の基礎率は厚生労働省が作成後に各共済で確認し、連携を図っている。

室 長 参 事 副参事兼副主幹
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６　前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況に関する資料

６－１　前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況
 →　別添に回答

７　年金数理担当者の所見

７－１　推計方法の妥当性に関する懸念事項

          懸念事項は特になし

７－５　公的年金の各勘定又は実施機関における資金流動性に関する所見

日本私立学校振興・共済事業団の積立金の運用については、管理運用の方針

に沿い、給付等の支払いに必要な流動性を確保していることから、給付費や拠出

金の支出が履行できなくなるようなケースは想定していない。なお、財源については、

平成３０年度末で支出の５倍程度の積立金を保有しており、当面、給付費や拠出金

の支出に支障を来すことはないと考えている。

また、私立学校教職員共済においては大学、幼稚園の増加に伴い、被保険者数

は増加傾向にあるため、当面、被保険者数や報酬等の急激な変動によって突発的

に積立金が大幅に減少する事態は避けられると考えている。
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【別添資料】 

 

 

前回レビューの「今後の財政検証への提言」への対応状況 
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（
番
号
は
前
回
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
「
第
10
章
 
平
成
26
年
財
政
検
証
・
財
政
再
計
算
の
評
価
及
び
今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言
」
の
該
当
節
等
番
号
）

１
 
平
成
26
年
財
政
検
証
・
財
政
再
計
算
の
評
価

（
２
）
財
政
検
証
・
財
政
再
計
算
結
果
に
係
る
評
価

①
 
財
政
見
通
し

法
律
に
定
め
る
財
政
検
証
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
に
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付
水
準
調
整
の
終
了
年
度

を
定
め
る
こ
と
が
あ
る
。
今
回
財
政
検
証
の
よ
う
に
複
数
の
ケ
ー
ス
が
並
列
的
に
扱
わ
れ
た
ま
ま
で
は
、
最
終
的
局

面
で
当
該
終
了
年
度
を
決
定
で
き
ず
、
財
政
検
証
の
重
要
な
目
的
の
一
つ
を
果
た
せ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

②
 
推
計
結
果
の
分
析
及
び
結
果
の
示
し
方

前
回
財
政
検
証
以
降
に
行
わ
れ
た
制
度
改
正
の
財
政
影
響
に
つ
い
て
は
、
前
回
検
証
結
果
か
ら
の
財
政
的
変
化
の
分

析
の
中
で
分
析
し
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

実
質
的
収
支
を
み
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
が
、
制
度
や
財
政
の
実
態
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
ず
は
全
て
の
収
入
、
支

出
項
目
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
明
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

推
計
結
果
の
情
報
公
開
に
つ
い
て
は
、
一
般
被
保
険
者
に
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
理
解
が
十
分
進
ん
で
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
各
制
度
に
お
い
て
は
、
情
報
公
開
の
方
法
や
内
容
を
分
か
り
易
く
す
る
工
夫
等

に
つ
き
、
引
き
続
き
検
討
、
努
力
さ
れ
る
よ
う
望
み
た
い
。

（
３
）
推
計
方
法
に
係
る
評
価

①
 
基
礎
数
・
基
礎
率
全
般

被
用
者
年
金
一
元
化
の
下
で
の
基
礎
数
・
基
礎
率
の
作
成
方
法
に
つ
い
て
は
、
制
度
ご
と
に
異
な
る
方
法
を
用
い
る

こ
と
に
合
理
的
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
各
制
度
が
そ
れ
ぞ
れ
従
来
の
手
法
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
全
制

度
共
通
の
標
準
的
な
方
法
を
設
定
し
て
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
基
礎
率
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
実
績
の
動

向
が
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響
に
も
注
意
し
、
特
に
将
来
の
傾
向
が
確
実
に
見
込
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
で
き
る

だ
け
フ
ォ
ワ
ー
ド
ル
ッ
キ
ン
グ
の
観
点
で
適
切
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

②
 
経
済
前
提
の
設
定

例
え
ば
、
将
来
の
労
働
力
人
口
の
減
少
と
労
働
分
配
率
を
一
定
と
置
く
こ
と
の
整
合
性
等
人
口
動
態
と
経
済
と
の
関

連
性
、
過
去
の
実
績
値
を
用
い
る
場
合
の
用
い
方
が
過
去
の
財
政
検
証
時
と
異
な
る
場
合
等
で
恣
意
を
い
か
に
排
除

す
る
か
、
積
立
金
運
用
に
お
け
る
昨
今
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
の
高
ま
り
を
考
慮
し
た
運
用
利
回
り
の
設
定
、
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
の
有
効
性
に
特
に
重
要
な
影
響
の
あ
る
賃
金
上
昇
率
及
び
物
価
上
昇
率
の
設
定
方
法
等
、
さ
ら
に
研

究
さ
れ
る
べ
き
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
が
国
の
公
的
年
金
制
度
の
財
政
検
証
に
お
け
る
経

済
前
提
の
設
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
研
究
、
検
討
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ

と
が
望
ま
れ
る
。

④
 
共
済
年
金
の
被
保
険
者
数
の
見
通
し

公
務
員
共
済
の
将
来
の
被
保
険
者
数
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
行
政
改
革
等
の
方
向
性
と
も
相
ま
っ
て
、
将
来
を
正
確

に
見
通
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
面
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
う
い
っ
た
事
情
に
も
配
慮
し
、
前
回
の
当
部
会

の
指
摘
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
複
数
の
可
能
性
を
想
定
し
た
対
応
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

対
応
状
況

今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言
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（
番
号
は
前
回
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
「
第
10
章
 
平
成
26
年
財
政
検
証
・
財
政
再
計
算
の
評
価
及
び
今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言
」
の
該
当
節
等
番
号
）

対
応
状
況

今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言

（
４
）
実
施
体
制
、
年
金
制
度
間
の
連
携

 
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
は
実
施
機
関
と
し
て
統
計
デ
ー
タ
の
提
供
、
基
礎
率
の
確
認
、
被
保
険
者
数

の
見
通
し
の
作
成
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
業
は
担
当
部
署
で
あ
る
数
理
統
計
室
の
現
在
の
実
施
体
制
で
問

題
な
く
実
施
さ
れ
て
い
る
。

 
現
在
、
日
本
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
ー
会
、
日
本
年
金
数
理
人
会
の
年
次
大
会
・
実
務
研
修
会
等
に
定
期
的
に
出
席
し
、

職
員
の
資
質
向
上
を
図
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
、
積
極
的
な
研
修
機
会
の
確
保
に
努
め
て
い
き
た
い
。

 
今
現
在
、
情
報
共
有
等
で
年
金
各
制
度
間
の
連
携
を
進
め
て
い
る
が
、
今
後
更
に
強
め
て
い
き
た
い
。

 
な
お
、
被
保
険
者
数
に
つ
い
て
は
、
私
学
教
職
員
を
加
入
対
象
と
し
て
い
る
私
学
共
済
制
度
の
母
集
団
の
特
性
を

踏
ま
え
、
他
制
度
と
は
異
な
り
学
齢
対
象
人
口
に
応
じ
て
推
計
し
て
い
る
。

（
５
）
給
付
水
準
調
整
期
間
に
み
る
制
度
の
安
定
性

（
６
）
有
限
均
衡
方
式

（
８
）
国
共
済
、
地
共
済
ご
と
の
財
政
見
通
し

２
 
今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言

（
１
）
財
政
検
証
の
確
実
な
実
施

 
実
施
機
関
の
立
場
か
ら
、
厚
生
労
働
省
と
連
携
し
つ
つ
、
年
金
数
理
部
会
の
指
摘
事
項
等
を
踏
ま
え
て
、
数
値
の

作
成
及
び
確
認
等
を
行
っ
た
。

（
２
）
年
金
財
政
の
変
動
要
因
分
析

被
用
者
年
金
一
元
化
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
財
政
調
整
等
の
総
合
的
な
仕
組
み
が
適
切
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
の
確
認
の
観

点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
見
通
し
に
つ
い
て
も
示
さ
れ
る
よ
う
強
く
望
む
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
公
的
年
金
の
財
政
検
証
に
お
い
て
は
、
前
節
に
お
け
る
今
回
財
政
検
証
に
係
る
当
部
会
の
評
価
及
び
指
摘
事
項
を

踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
意
義
や
目
的
が
確
実
に
果
た
さ
れ
る
よ
う
実
施
さ
れ
た
い
。

厚
生
年
金
及
び
国
民
年
金
の
財
政
検
証
に
よ
り
示
さ
れ
る
将
来
の
所
得
代
替
率
や
給
付
水
準
調
整
期
間
が
、
前
回
財
政
検

証
結
果
か
ら
い
か
に
変
動
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
因
分
析
が
で
き
る
だ
け
詳
細
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
般
的
に
、
年
金
財
政
の
変
動
要
因
は
、
主
に
足
下
の
基
礎
数
の
乖
離
及
び
前
提
と
な
る
基
礎
率
の
乖
離
で
あ
る
が
、
我

が
国
の
公
的
年
金
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
、
制
度
改
正
の
影
響
や
、
有
限
均
衡
方
式
等
財
政
フ
レ
ー
ム
に
起
因
す
る
変
動

も
考
え
得
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
財
政
見
通
し
が
過
去
の
見
通
し
か
ら
あ
る
程
度
変
動
し
て
い
く
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
か
ら
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
適
切
に
示
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

実
施
体
制
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
担
当
職
員
数
に
つ
い
て
は
、
計
算
ケ
ー
ス
の
増
大
に
今
後
対
応
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
懸

念
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
制
度
に
お
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
確
実
な
作
業
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
配
慮
を
望
み
た
い
。
ま

た
、
財
政
計
算
の
専
門
性
に
鑑
み
、
担
当
職
員
の
資
質
向
上
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
対
応
で
果
た
し
て
十
分
か
ど
う

か
、
各
制
度
に
お
い
て
よ
く
検
証
し
、
担
当
職
員
の
研
修
機
会
の
拡
大
等
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
よ
り
一
層
の
工
夫
、
努
力

が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

年
金
各
制
度
間
の
連
携
に
つ
い
て
は
、
今
後
は
、
さ
ら
に
制
度
間
の
連
携
を
強
め
、
特
に
、
推
計
方
法
の
標
準
化
す
べ
き

事
項
に
つ
き
さ
ら
な
る
改
善
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

厚
生
年
金
の
給
付
水
準
調
整
期
間
は
、
前
々
回
の
平
成
16
年
財
政
再
計
算
で
は
報
酬
比
例
部
分
と
基
礎
年
金
部
分
と
で

同
期
間
で
あ
っ
た
が
、
前
回
財
政
検
証
で
は
報
酬
比
例
部
分
の
調
整
期
間
は
短
縮
、
基
礎
年
金
部
分
は
長
期
化
し
た
。
今

回
は
そ
の
傾
向
が
続
き
、
そ
の
差
が
さ
ら
に
広
が
っ
て
い
る
。
特
に
今
回
は
、
ケ
ー
ス
H
で
国
民
年
金
の
積
立
金
が
枯
渇

す
る
ケ
ー
ス
も
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
年
金
制
度
に
対
す
る
今
後
の
適
切
な
対
応
が
強
く
望
ま
れ
る
。

有
限
均
衡
方
式
自
体
は
、
公
的
年
金
の
積
立
金
の
在
り
方
の
議
論
か
ら
導
入
さ
れ
た
経
緯
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
財
政

方
式
の
特
性
に
つ
い
て
は
、
正
確
に
国
民
に
周
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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（
番
号
は
前
回
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー
報
告
書
「
第
10
章
 
平
成
26
年
財
政
検
証
・
財
政
再
計
算
の
評
価
及
び
今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言
」
の
該
当
節
等
番
号
）

対
応
状
況

今
後
の
財
政
検
証
へ
の
提
言

（
３
）
確
率
的
将
来
見
通
し

（
４
）
分
布
推
計

近
年
、
低
年
金
者
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
導
入
後
、

将
来
世
代
の
受
け
取
る
年
金
額
に
も
関
心
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
財
政
検
証
に
お
け
る
将
来
見

通
し
に
お
い
て
、
本
来
の
財
政
検
証
の
目
的
と
は
別
に
、
性
別
、
世
代
別
、
年
金
額
階
級
別
の
分
布
推
計
が
と
れ
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
望
ま
し
い
、
と
の
見
方
が
あ
る
。

勿
論
、
現
行
の
財
政
検
証
の
よ
う
に
、
主
に
抽
出
デ
ー
タ
を
用
い
て
世
代
別
、
被
保
険
者
期
間
別
に
平
均
標
準
報
酬
等
の

基
礎
統
計
を
作
成
し
こ
れ
を
基
礎
数
と
し
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
方
法
で
は
、
分
布
推
計
に
は
対
応
で
き
ず
、
こ
れ

に
対
応
す
る
に
は
推
計
方
法
、
デ
ー
タ
及
び
シ
ス
テ
ム
の
大
転
換
が
必
要
と
な
り
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
果
た
し
て

10
0年
後
の
分
布
推
計
ま
で
必
要
か
、
と
い
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
検
証
シ
ス
テ
ム
で
対
応
す
べ
き
か
ど
う

か
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
将
来
推
計
へ
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
一
考
を
要
す
る
と
考
え
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
の

基
礎
率
の
設
定
に
お
い
て
は
、
年
金
額
階
級
別
失
権
率
や
標
準
報
酬
指
数
カ
ー
ブ
の
フ
ラ
ッ
ト
化
を
組
み
込
む
要
否
を
含

め
現
行
財
政
検
証
よ
り
き
め
細
か
く
設
定
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

確
率
的
将
来
見
通
し
に
つ
い
て
は
、
年
金
財
政
の
安
定
性
を
よ
り
詳
細
に
み
る
た
め
の
有
効
な
手
段
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

の
当
部
会
の
報
告
書
で
も
提
言
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各
基
礎
率
が
一
定
の
確
率
分
布
に
基
づ
く
と
考
え

て
、
将
来
の
財
政
の
有
り
得
る
可
能
性
（
確
率
）
を
示
す
手
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
、
対
象
基
礎
率
の
選
定
、

基
礎
率
の
分
布
の
設
定
、
基
礎
率
間
の
整
合
性
、
必
要
な
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
回
数
、
結
果
の
表
現
方
法
等
様
々
な
課

題
が
あ
り
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
あ
る
程
度
の
割
り
切
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
部
会
で
は
、
今
回
も
引
き
続
き
確
率
的
将
来
見
通
し
の
検
討
の
必
要
性
に
つ
き
提
言
し
た
い
。
特
に
、
今
回
の
よ
う
に

複
数
の
経
済
前
提
に
基
づ
く
結
果
が
並
列
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
、
給
付
水
準
調
整
終
了
年
度
を
決
定
す
る
と
い
う
財
政

検
証
本
来
の
目
的
が
果
た
せ
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
確
率
的
将
来
見
通
し
は
こ
れ
に
対
す
る
対
応
策

の
一
つ
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。
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